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１．目的
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証は、より利用者の意向や状態に合ったサービスの提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とする。
介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促す。
なお、このことは「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」（平成11 年厚生省令第38 号）による。

２．抽出対象の居宅介護支援事業所の要件
　　令和３年10 月１日以降に作成又は変更したケアプランのうち、
国民健康保険団体連合会から送付されるデータに基づき、以下の①及び②の条件に該当するものを居宅介護支援事業所ごとに抽出する。
①区分支給限度基準額の利用割合が７割以上
②その利用サービスの６割以上が「訪問介護サービス」　

２．届出の時期及び期限
　　　居宅介護支援事業者は、利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画のうち、上記の条件を満たした
ケアプランについて、市からの通知を受領した翌月の末日までに届出る。(例　２月通知⇒３月末まで提出)
　　※介護度別に１件以上指定して提出を求める。

３．提出書類
　（1）支給限度額一定割合超支援事業所におけるケアプランにかかる「鶴岡市居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証にかかる届出書・理由書」(様式第１号)
（2）アセスメント一式（フェイスシート、アセスメントシート、課題整理総括表等も含む）の写し
（3）居宅サービス計画書（1）の写し（第1表）
（4）居宅サービス計画書（2）の写し（第2表）
（5）週間サービス計画表の写し（第3表）
（6）サービス担当者会議の要点の写し（第4表）
（7）居宅介護支援経過の写し（第5表）
※当該居宅サービス計画に訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可。
「第４表」に理由や状況の記載があれば提出不要。
※モニタリングシートを作成の場合は写しを提出。
（8）サービス利用票の写し（第6表）
（9）サービス利用票別表の写し（第7表）
（10）訪問介護計画書（訪問介護事業所から提供を受けたもの）

４．提出方法
　　　直接窓口又は郵送にて長寿介護課まで提出。
５．ケアプラン検証方法
　　届出のあったケアプランについて、妥当性やよりよい支援のあり方について検証。
　　(1)担当介護支援専門員、サービス担当者にヒアリングの実施
(2)長寿介護課担当がケアプランを検証
(3)必要に応じて
・地域ケア会議等での多職種による検証
・サービス担当者会議への参加による検証
　　　　　 ⇒ 検証結果を居宅介護支援事業所へ通知（必要に応じてプランの再検討）

６．通知に基づくケアプラン等の再検討
居宅介護支援事業所は検証結果通知を踏まえ、検証対象のケアプランについて再検討するとともに、その他の類似のケアプランについても再検討を実施し、必要に応じてケアプランの変更を行う。
再検討の結果をケアプランの変更有無等に関わらず「ケアプラン見直し状況報告書」（様式２）にて長寿介護課に報告する。
※見直し行為自体が行われない場合は、引き続き検証対象となる。

７．再検討後の経過等を随時確認
市は、再検討の内容や進捗状況等について、随時確認する。
